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１【提出理由】

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づき、

本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１.当該事象の発生年月日

2024年12月13日（米国現地時間）

 
２.当該事象の内容

当社の連結子会社であるMSSC INC.（以降「MSSC社」）は、同社のサプライヤーであるAirboss Flexible

Products Co.（以降「Flexible社」）からの供給部品の価格改定要請に関し、2024年12月13日（米国現地時間）付

で、米国ミシガン州地方裁判所より遡及支払い等を命じる判決が言い渡されました。

 
2019年12月、MSSC社は同社のサプライヤーであるFlexible社より、「供給部品の価格改定の要求が実現されな

かった場合は部品の供給を停止する」旨の通知を受けました。

これに対しMSSC社は、供給継続のための仮執行命令を2020年２月に現地裁判所に申し立て、現行価格での製品供

給継続の仮処分命令が下されました。

　これを不服としてFlexible社は同年４月以降、控訴・上告の訴訟を続けてきたところ、2023年７月に最高裁判所

から差戻判決が下り、地方裁判所にて引き続き審理が進められてきましたが、このたびFlexible社の要求が認めら

れ、MSSC社に遡及支払い等を命じる判決が下されました。

 
３.当該事象の損益に与える影響

ミシガン州地方裁判所は米国現地時間の2024年12月13日に、MSSC社に対し、Flexible社に遡及支払い額として約

3.4百万ドル及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

　これを受け、当社の第３四半期連結会計期間において、訴訟損失引当金繰入額として特別損失約646百万円を計

上する見込みです。
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